
─ 43 ─

坂本：指定天然記念物を教材とする理科教育の展開

1.　本研究の位置づけ
（1）学習指導要領と野外観察活動の課題
　小学校学習指導要領解説理科編（文部科学省，
2018a）は，学校教育の中で教科理科を実施する際，
その内容を「地域性を生かし，地域の特徴的な動
植物を取り上げることを通して，身近な自然に愛
着をもつようにする」としている。また「地域教
材を扱う理科の学習では，できるだけ地域の自然
と触れ合える野外での学習活動を取り入れるとと
もに，遠足や野外体験教室，臨海学校などの自然
に触れ合う体験活動を積極的に活用することが重
要である」としている。これは児童の身近に存在
しているさまざまな教材を小学校理科教育に活用
することによって，そこから自然の秩序や規則性
に気付き，自然を愛する心情を育てるとともに，
生命や環境を理解・尊重する態度を養い，自然環
境と人間の共生を思考する力や態度を育成するこ
とが効果的にできるためである。具体的な例を挙
げると，近年多発する地震災害等の自然災害に対
応する力を育成するため，初等教育からおこなう

地形や地盤（地層）の学習が重要視されており（例
えば，川村・大瀧，2007），児童の身近な教材を
活用してさまざまな実践的教育活動がおこなわれ
ている（例えば，遠藤，2014）。ここでの学習は，
野外観察等の理科教育を継続的に実施する中で，
児童・生徒の生活圏内の地形・地質の具体的観察
や理解から「地形を読む態度や能力」を育成し，
加えて過去の自然災害の履歴や頻度，要因を調査
することによって，防災に係る自己のスキルを向
上させていくものである。しかし現在，理科教育
の中でこうした野外観察を取り入れた授業を実施
することが困難である場合が見受けられる（宮下，
1999）。その理由として三次（2008）は，例えば
90％の小学校教員と80％の中学校教員は野外での
地層観察を望んでいるのだが，野外観察を行う適
当な素材や場所がないと考えていることを指摘し
ている。加えて小・中学校教員が地質分野におい
て研究者に対して望む支援として最も多かった回
答は，「野外観察ができる場所を紹介して欲しい」
であったと述べている。つまり学校付近の野外に
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おいて理科の観察活動等を実施する必要があると
考える小・中学校教師が多い反面，観察場所や対
象教材の選定等が課題となっており，理科教育に
携わる研究者へこの課題解決を望んでいることが
わかる。これまでこうした諸問題を検討するため
に，例えば，坂本（2013），坂本・松本（2018）
等の研究があるが，多忙化する学校教育の中で，
こうした野外学習活動による児童・生徒への理科
教育の実施には多くの課題が存在する。
　

（2）指定文化財の現状
　文化庁（2019a）によると，現在，全国には約
14,000件以上もの国指定国宝・重要文化財が存在
し，また3,000件以上もの国指定史跡名勝天然記
念物がある（2019年現在）。都道府県指定文化財
では，その総数は 2万点を超え，加えて市町村指
定文化財に至っては 9万件近い文化財が存在する

（2016年現在）（文化庁，2017）。そしてこれら国
及び都道府県並びに市町村から指定を受けた文化
財は，社会全体で継承していくための方策がなさ
れており，具体的には，法に基づき各教育委員会
等を中心とした行政やさまざまな団体，所有者や
個人有志らによって，その保全及び活用が図られ
ている。
　文化財は，日本の長い歴史の中で守り伝えられ
た国民の貴重な財産とされ，主に以下の６つに大
きく分類することができる（文化庁，2019a）。
（1）有形文化財…建造物，絵画，彫刻，工芸品，

書跡，典籍，古文書等を対象
（2）無形文化財…演劇，音楽，工芸技術等を対

象
（3）民俗文化財…衣食住，生業，信仰，年中行

事等を対象
（4）記念物…貝塚，古墳，都城跡，城跡，庭園，

橋梁，峡谷，海浜，山岳，動植物，地質鉱物
等を対象

（5）文化的景観…地域における人々の生活や生
業，地域の風土により形成された景観地等を
対象

（6）伝統的建造物群…周囲の環境と一体となっ
ている伝統的な建造物群を対象

　これらの文化財のうち，重要なものを重要文化
財，重要無形文化財，重要有形・無形民俗文化財，

史跡，名勝，天然記念物等として，国が指定・選
定・登録し，またこの中でも特に価値が高い文化
財は，国宝，特別史跡，特別名勝，特別天然記念
物に指定し，重点的に保護施策がとられている。
都道府県や市町村もこれに準じた形で文化財指定
をおこなっており，それぞれの地域特有の自然や
文化，伝統技術等の保全に係る行政を執りおこ
なっている。この伝統技術や建造物等にも，理科
教育に活用できる科学的な知識や体系が数多く見
受けられるが，本研究ではこのうち特に国や地方
自治体が指定した天然記念物について考察する。
　天然記念物の概念は，ドイツで19世紀末から20
世紀初頭にかけて生まれ，単体の自然物の保全を
対象としたものから空間としての保護へとその概
念が大きく進展していった歴史的経過がある（一
ノ瀬，2009）。日本では三好（1906）により，そ
の概念の周知と保全の機運が高まり，1919年に自
然保護に関わる法律「史跡名勝天然紀念物保存法」
が成立した。そしてこれが戦後となる1950年に成
立した「文化財保護法」に引き継がれていくこと
になる。天然記念物は，動物，植物，地質鉱物を
対象とした文化財であり，希少で保全すべき価値
のある地域特有の歴史や自然，人とのかかわりの
ことを指す。ゆえにアマミノクロウサギといった
固有で希少な種の保全だけを目的としたものでは
なく，人間と自然のかかわりを示す動植物（例え
ば，サツマドリ，矮鶏，土佐犬，日光杉並木街道 
附 並木寄進碑，等）や希少動植物の生息空間（例
えば，スイゼンジノリ発生地，鹿児島県のツルお
よびその渡来地，枇榔島亜熱帯性植物群落，等）
もその保全対象として指定されている。ここでは
財政的な諸課題（金武，1996）はあるものの，こ
れまで行政を中心としてその保全活動が積極的に
おこなわれてきた。さらに希少で固有な種や空間
等が指定されている天然記念物の中でも特に重要
であると考えられるものは，特別天然記念物とし
て全国で75件指定されている（2021年現在）。こ
れらは例えば「阿寒湖のマリモ」，「昭和新山」，「蒲
生のクス」，「喜入のリュウキュウコウガイ産地」，
「屋久島のスギ原始林」，「秋芳洞」といった学術
上貴重でその地域特有なものである。
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（3）文化財の教育的活用の課題
　天然記念物を国指定するにあたっては，文化庁
は特別史跡名勝天然記念物および史跡名勝天然記
念物指定基準（昭和26年 5 月10日，文化財保護委
員会告示第二号）を制定している。「動植物およ
び地質鉱物のうち学術上貴重で，我が国の自然を
記念するもの」として，動物では 6項目，植物で
は12項目，地質鉱物では12項目の指定基準があり，
加えて天然保護区域に関する基準も存在する。国
指定となる場合，専門的知見を持つ研究者等が，
当該天然記念物候補物件を学術論文等の形で文化
財としての価値づけをおこない，これを根拠とし
て，文化審議会第三専門調査会等で十分に調査・
検討・審議がなされ，そののち答申及び官報告示
の順で指定されることになる。答申時には，文化
庁や都道府県教委等によって，当該天然記念物候
補物件の詳細な指定理由等が広く社会に配信さ
れ，社会の中で当該文化財の価値が認知されるよ
う周知される。
　天然記念物を含む文化財は，固有で希少なもの
である場合が多く，これまでその保全管理につい
ては，保護的な行政を中心として，文化庁，都道
府県教育委員会，市町村教育委員会が執りおこ
なってきた。しかし2018年の文化財保護法の改正

（文化庁，2018）に基づき，文化庁（2019b）は「文
化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財
保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関す
る指針」を示し，社会状況変化（過疎化，少子高
齢化，自然災害，等）を背景として，地域に存在
する貴重な文化財の滅失・散逸等の防止をするた
め，未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづ
くりに活かしつつ，文化財継承の担い手を確保し，
地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる
体制づくりを整備することとした。しかしここで
は文化財の学校教育での活用についての具体的施
策がほとんど見受けられず，これについては今後
数多くの検討すべき点が存在する。熊本県教育委
員会（2021）は，この法改正や指針に基づき「熊
本県文化財保存活用大綱」を熊本県総合計画及び
熊本県教育大綱並びに熊本県教育振興基本計画と
整合性を考慮しつつ策定した。ここでは，①デジ
タル機器の発展を含めた社会の状況変化，②文化
財活用への期待の高まり（外国人観光客及び労働

者の増加），③ SDGs の視点，④自然災害，⑤人
材育成，⑥行政の役割分担，といったおおよそ６
つの観点から文化財を取り巻く環境変化に柔軟に
対応することとした。しかし教育・文化的な活用
において，埋蔵文化財に関する出前授業や永青文
庫収蔵品を活用した美術館の常設展示との連携に
ついて言及しているものの，天然記念物をはじめ
とした文化財の学校教育への積極的な活用につい
て，その活用方針がほとんど見られない点には，
先に述べた文化庁の指針同様，今後検討すべきも
のが存在する。坂本・松本（2018）は，主体的対
話的で深い学びを積極的に推進するためには，開
かれた学習空間（さまざまな学習フィールド）の
なかで，生徒自身によって進められる授業内容が
必要であることを述べており，また坂本（2019）は，
天然記念物保護行政は教育委員会が所管するた
め，天然記念物の学校教育への活用は十分に可能
であることに言及している。
　

（4）本研究で明らかにすること
　それぞれの地域に存在する国及び都道府県，市
町村指定文化財（天然記念物）は，児童・生徒に
とってその地域特有で，なおかつ希少な存在であ
る場合が多い。またその文化財的価値は，指定の
際に十分な学術的検討を経ており，またそれはイ
ンターネット等で社会へ公開されている場合が多
く，手軽に検索することが可能である。さらに指
定文化財は，文化財保護法を根拠に，今後も行政
によって永続的にその保存・活用がなされるため，
学校教育において継続的に教材として用いやすい
利点がある。学校付近の野外において理科の観察
活動等を実施する必要があると考える教師が多い
反面，場所や教材の選定等が小・中学校教員には
課題となっているが，指定文化財を教材化するこ
とができれば，こうした教員からの課題解決の一
助となる可能性がある。本研究では，指定天然記
念物を学校教育で用いる教材として活用する方法
について検討し，数万点存在する指定文化財を，
今後学校教育の中でどのように活用していくか
を，国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」（鹿児島県
曽於市財部町下財部4907付近）を例として考察す
る。　
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2.　指定天然記念物の教材化
（1）教材としての指定天然記念物と学習指導要

領との整合性
　学習指導要領における小学校及び中学校理科の
目標は表 1のように掲げられている（文部科学省，
2018a, 2018b）。
　この小学校理科及び中学校理科では，目指すべ
き資質・能力を 3つの柱で明確に表現しており，
その内容は小・中学校で共通している。この 3 つ
の柱とは，（1）「知識及び技能」，（2）「思考力，
判断力，表現力等」，（3）「学びに向かう力，人間
性等」である。
　小学校理科の場合，初めて理科を学ぶ児童に対
して「自然に親しむ」ことから始める。これは単
に自然の事物や現象に触れるという行為を指すの
ではなく，児童が主体的に学習対象となる自然に
接触することにより，そこから意欲・関心を高め，
児童自ら問題を見出しながら主体的に追究・解決
する学習行為を反復することを指す。この学習行
為を実施するためには，児童の興味・関心を高め
る身近な自然の事物・現象を教材化することが必
要となる。指定天然記念物は，希少でその地域固
有の事物・現象である場合が多く，また研究者等
による学術的な価値づけも十分になされている。
加えて地教委が直接これを所管し，保全している
場合が多いため，指定天然記念物に係る情報共有
は容易におこなうことが可能である。
　中学校理科の場合，観察，実験，野外観察など
の体験的な学習活動の充実に配慮するよう求めて
おり，特に第 2分野（生命・地球分野）において，

身近な生物や地形・地層，岩石の観察活動の充実
が重視されている。こうした観察活動をおこなう
ことによって生物や地形，地層，岩石等の特徴を
明確にし，共通点や相違点，分類や基準を生徒に
理解させることができるようになる。指定天然記
念物は，生物や地形，地層，岩石の中でも特有の
特徴を有し，他との相違点が明確である場合が多
い。例えば，平成28年（2016年）熊本地震の震源
のひとつである布田川断層帯は，益城町や西原村，
南阿蘇村等の地表を約31km にわたって縦断した
が，益城町内の 3か所が国指定天然記念物に指定
された（図 1）。ここでは文部科学省（2018b）で
の学習内容（大地の変動と断層の関連付け）が
2.5m の右横ずれ断層として容易に観察でき，正
断層や逆断層等との相違が明確に現地で確認する
ことができるため，教材として有効である（坂本，
2019）。
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　小学校及び中学校理科で用いる教材に必要な要
素と天然記念物指定基準を図 2に示す。指定天然
記念物は，主として生物，岩石・鉱物分野によっ
て構成される。ここでは小学校理科生命・地球分
野及び中学校理科第 2分野で用いる教材と指定天
然記念物の関係性について言及する。
　理科教育で用いる観察・実習のための教材に必
要な要素として，ここでは①学習指導要領との関
連性（関連性），②児童・生徒の生活空間との物
理的な距離（身近さ），③教材の魅力（楽しさ），
④問題発見と仮説の立てやすさ，⑤教材を客観的
に捉える方法（数値化），⑥教材の理解（規則性），
⑦似通ったものとの比較のしやすさ（比較），⑧
教材の一般化（モデル化），⑨教材の学術的根拠（信
頼性）を挙げる。指定天然記念物は，指定された
段階でこうした教材に必要な要素が複数含まれる
ため，教材として活用しやすい場合が多い。
　

（2）指定天然記念物（溝ノ口洞穴）の教材化
　指定天然記念物の教材化について，具体的な例
を示す。
　鹿児島県曽於市に存在する「溝ノ口洞穴」は，
2021年３月に国指定天然記念物に指定された（図
3）。この溝ノ口洞穴付近の地質は，南九州に広く
分布するシラス台地を構成する入戸火砕流堆積物

（噴出年代約29,000年前）が6m 程度堆積した非溶

結火山性堆積物の上位に層厚3m 程度の溶結凝灰
岩が覆っている特徴を持つ。しかし入戸火砕流が
発生する以前から存在していた谷地形の上に降水
が地下水となって集まり，非溶結部を浸食するこ
とによって奥行き200m 以上の洞穴が形成された
という，ここでは稀有な地質現象を観察すること
ができる。鹿児島県東部域の大地の成り立ちを明
瞭に示す場として，霧島ジオパークのジオサイト
としても利用されているが，大木（2018）は，地
層の層相変化を一つの場所で観察することができ
る貴重な露頭であると，その文化財的価値を述べ
ており，加えて火砕流堆積物の特徴，旧地形と火
砕流堆積物の溶結作用の関係，堆積後の浸食作用
による谷の発達過程等を理解することができる貴
重な地質学的教材であることにも言及している。

図 3 　国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」入り口部分

図 2 　理科教材に必要な要素（渡邉（2018）を一部参照）と天然記念物指定基準
　　　（文化庁記念物部記念物課，2006）
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　国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」と小学校及び
中学校理科の学習指導内容との関連性，及び教材
として含まれる要素を図 4に示す。
　小学校理科では，小学校第 4学年から第 6 学年
にかけて地球分野の中で，地層の形成と浸食作用
の関係性（土地のつくりと変化）とその要素（地
形や地層，岩石，火山や流水）について観察を通
して主体的・対話的に学習するよう，内容が構成
されている（文部科学省，2018a，2018b）。ここ
では土地の構成物を調べる際には，ボーリング資
料等も利用することも示唆されているが，国指定
天然記念物「溝ノ口洞穴」は，火砕流堆積物の堆
積過程やその構成粒子が観察しやすいため，いわ
ば「天然のボーリング資料」として，学習指導要
領との関連性を保ちつつ学習をすることが可能で
ある。また流水によって非溶結部が浸食されたこ
とによって形作られた洞穴であるため，流水に
よって浸食されやすい部分（非溶結部）の特徴が
視覚的に理解しやすく，児童が仮説を立てながら
堆積作用，浸食作用を学習することが可能である。
実際の観察から火山の噴火，堆積，浸食の過程の
仮説が立てやすく，南九州の大地の成因と現在の
地形に至るまでの過程をモデル化しやすいフィー
ルドである。つまり学習指導要領の内容との整合
性が高く，また教材になりうる要素も包含する指

定文化財ということができる。
　中学校理科では，第 1学年から第 2学年にかけ
て，身近な地形や地層，岩石の観察や過去の様子
を類推する能力や火山や地震，気象等による自然
災害を科学的に探究する能力や態度の育成が求め
られる。「溝ノ口洞穴」では，約29,000年前に発
生した巨大な噴火活動とその後の浸食作用の痕跡
を観察することができ，またなぜここだけに洞穴
が発達したのかという仮説を立て，周知の地形と
地質からそれを類推（モデル化）することができ
る教材として貴重である。そしてその結果，現在
のシラス台地という地形が形成され，生徒らの居
住地域である南九州全域を広く覆っていることを
主体的な態度で理解することは，生徒の科学的探
究する能力や態度の育成に大きく貢献するものと
なる。また「溝ノ口洞穴」の天井部を観察すると，
固結部である溶結凝灰岩の礫を含む構成粒子を詳
細に観察することができ，また吹き抜けパイプを
複数観察することができる。このパイプは，火砕
流に含まれる水蒸気やガスが高温によってエネル
ギーを持ち，上方へ吹き抜けた痕跡である。洞穴
内のいたるところで観察でき，気象学習に係る断
熱過程学習も可能である。

図 4 　国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」に関連する学習指導要領で示されている学習内容
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3.　考察
（1）野外観察の教材としての指定天然記念物
　国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」を授業でどの
ように教材として活用するかを図 6に示す。小学
校理科及び中学校理科において，ほぼすべての学
年でその学習活動に活用することができる。
　
　例年 4月 8日前後の日曜日には，ここで「溝ノ
口岩穴祭り」が開催され，入り口に存在する岩戸
観音に伝統的な奴踊りが奉納される。また棒踊り，

刀踊りは隔年奉納され，郷土教育の一環として近
隣の中学生が伝承している。それゆえ社会科や総
合的な学習の時間の教材としても活用できる可能
性があり，国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」は地
域に根差した身近で学習効果の高い教材というこ
とができる。
　

（2）指定天然記念物を活用した理科教育の展開
　全国で10万件を超える指定天然記念物は，その
地域特有の気候や文化によって育まれた貴重な財
産である。そしてその特徴や文化財的価値は多様
である。玉井（2003）は，学校は現在大きな変革
期に入っており，画一的な教育課程や生徒指導を
進めるだけではなく，特色ある学校づくりが必要
であることを述べている。またそのためには個々
のこども・学校・地域の実態に応じた教育課程や
指導方法の開発が急務であり，それを達成するた
めには教師の力量の向上が必要であることにも言
及している。指定天然記念物は，特色ある地域の
教育素材である。これを有効な教材として学校の
教育に取り入れ，特色ある学校教育を展開してい
くためには，文化庁・教育委員会・学校・教師・
地域の連携が必要となる（図7）。

図 6 　理科カリキュラムと国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」の教材化

図 5 　国指定天然記念物「溝ノ口洞穴」の天井部分
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　天然記念物を活用する際，最も優先されるべき
事項は，当該文化財の保全である。ここでは永続
的な保全に影響を与える行為はいかなる場合も認
められない。例えば植物の葉や岩石鉱物の採集等
は，当該文化財への棄損行為であり，学校におけ
る学習活動においても基本的には許されない。そ
のため，国指定文化財の場合は，事前に文化財行
政を担当する文化庁やその窓口である県教委へ現
状変更申請等の際に具体的に相談する必要があ
る。また継続的に次年度以降も教材として活用す
るためには，当該天然記念物の保存活用計画にそ
の活用方法を取り入れてもらうことも必要である。
　指定天然記念物を教材化する際には，その教材
としての信頼性と効果的な学習方法を担保するた
め，地教委や研究者，地域のボランティア等と綿
密な協議が必要である。学習内容を学習指導要領
の内容と十分に擦り合わせ，その教育目標を明確
にし，図 2に示した教材に必要な要素を確認する
必要がある。また現状変更等を伴う場合は，文化
庁及び教育委員会からの指導内容を順守し，児童・
生徒が当該天然記念物を棄損しないよう十分に配
慮しなければならない。野外観察活動であるため，
移動のための予算や安全管理も必要である。一日
遠足等を利用して実施する方法もあるが，地域の
特色を活かした理科教育を展開するためには，当
該天然記念物の特徴や児童・生徒の発達段階を考
慮し，柔軟な学習活動を考えるべきである。

4.　まとめ
　教科理科に求められている，自然に親しみ，そ
のうえで自然の秩序や規則性に気付き，自然を愛
する心情を育てるとともに，生命や環境を理解・
尊重する態度を養い，自然環境と人間の共生を思
考する力や態度を育成する教育には，国・都道府
県，市町村が指定し保全を図っている指定天然記

念物の活用が効果的である。地域の野外観察活動
で用いる特色ある教材を把握しづらい教師にとっ
て，教育委員会が所管する指定天然記念物は，教
材としての情報が得やすく，学術的価値づけも十
分になされていることから運用しやすい。また学
習指導要領で定めている小学校理科の生命・地球
分野及び中学校第 2分野で求められている学習内
容と，指定天然記念物が持つ資源には整合する部
分が多く，十分な準備と関係者等との綿密な協議
によって効果的な理科教育活動が期待できる。そ
の反面，指定天然記念物は希少でその地域固有の
ものであるため，その取扱いについては万全を期
す必要がある。
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（2）指定天然記念物を活用した理科教育の展開 

全国で 10 万件を超える指定天然記念物は，その地域特有の気候や文化によって育まれた

貴重な財産である。そしてその特徴や文化財的価値は多様である。玉井（2003）は，学校は

現在大きな変革期に入っており，画一的な教育課程や生徒指導を進めるだけではなく，特色

ある学校づくりが必要であることを述べている。またそのためには個々のこども・学校・地

域の実態に応じた教育課程や指導方法の開発が急務であり，それを達成するためには教師

の力量の向上が必要であることにも言及している。指定天然記念物は，特色ある地域の教育

素材である。これを有効な教材として学校の教育に取り入れ，特色ある学校教育を展開して

いくためには，文化庁・教育委員会・学校・教師・地域の連携が必要となる（図 7）。 

 

 
図 7 指定文化財を活用した理科教育を運用するために必要な関係団体・関係者及び計画等 

 

天然記念物を活用する際，最も優先されるべき事項は，当該文化財の保全である。ここで

は永続的な保全に影響を与える行為はいかなる場合も認められない。例えば植物の葉や岩

石鉱物の採集等は，当該文化財への棄損行為であり，学校における学習活動においても基本

的には許されない。そのため，国指定文化財の場合は，事前に文化財行政を担当する文化庁

やその窓口である県教委へ現状変更申請等の際に具体的に相談する必要がある。また継続

的に次年度以降も教材として活用するためには，当該天然記念物の保存活用計画にその活

用方法を取り入れてもらうことも必要である。 

指定天然記念物を教材化する際には，その教材としての信頼性と効果的な学習方法を担

保するため，地教委や研究者，地域のボランティア等と綿密な協議が必要である。学習内容

を学習指導要領の内容と十分に擦り合わせ，その教育目標を明確にし，図 2 に示した教材に

必要な要素を確認する必要がある。また現状変更等を伴う場合は，文化庁及び教育委員会か

らの指導内容を順守し，児童・生徒が当該天然記念物を棄損しないよう十分に配慮しなけれ

ばならない。野外観察活動であるため，移動のための予算や安全管理も必要である。一日遠

足等を利用して実施する方法もあるが，地域の特色を活かした理科教育を展開するために

は，当該天然記念物の特徴や児童・生徒の発達段階を考慮し，柔軟な学習活動を考えるべき

である。 

 

4. まとめ 
教科理科に求められている，自然に親しみ，そのうえで自然の秩序や規則性に気付き，自

然を愛する心情を育てるとともに，生命や環境を理解・尊重する態度を養い，自然環境と人
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Development of science education using designated natural monuments 
― Utilization of educational resources existing in the region ―

Masaya SAKAMOTO

　Designated natural monuments have educational resources in addition to cultural property value. 
Science education has the following educational goals. （1） Students need to engage in activities that 
are familiar to nature. （2） It is important for students to be aware of the order and regularity of 
nature and to have a love for nature. （3） Students need to have an attitude of understanding and 
respecting life and the environment. （4） Students are required to have the ability and attitude to 
think about the coexistence of humans with the natural environment. Designated natural monuments 
can be used to develop such abilities and attitudes. For teachers who have difficulty grasping the 
teaching materials for field observation activities in the area, designated cultural properties, which 
have regional characteristics and make it easy to obtain information as teaching materials, are easy to 
operate educationally. Therefore, effective science education activities can be expected through 
sufficient preparation and close discussions with related parties. On the other hand, designated natural 
monuments are rare and unique to the region, so care must be taken when handling them.

Key words: Cultural property，Development of teaching materials，Regional teaching materials，
Curriculum guideline，Fieldwork
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